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町からのお知らせ

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援
特別給付金（ひとり親以外の低所得の子育て世帯分）の

申請はお済みですか？
問 こども課　こども家庭係　☎９２－７９６８

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）
を支給しています。
　下記の要件に当てはまる方で、まだ支給を受けていない方は、こども課こども家庭係までお問い合わせく
ださい。

▽支給対象者

（１）（２）の両方に当てはまる方（ひとり親世帯を除きます）
　（１）令和３年３月 31 日時点で、18 歳未満の児童（障害児の場合、20 歳未満）を養育する父母等

　　     （※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。）
　（２）令和３年度 住民税（均等割）が非課税 の方、
             または、令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課税相当 の収入となった方
※既に本給付金を受給された方は除きます。

▽支給額

　児童１人につき ５万円

▽給付金の支給手続き

　申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに、こども課（役場 1 階）まで直接または郵送
でご提出ください。申請書類等は、こども課窓口または基山町ホームページに準備しています。
　給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して指定口座（児童手当または特別児童扶
養手当を受給している方はその口座）に振り込みます。
※令和３年度（令和２年中）の収入を申告していない場合や受取口座の変更がある場合は、速や
かにこども課までご連絡ください。

▽申請期限

　令和４年２月 28 日（月）まで

◆厚生労働省「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）」コールセンター

　【電話番号】　０１２０－８１１－１６６

　【受付時間】　午前９時～午後６時（平日）

◆「子育て世帯生活支援特別給付金」の “ 振り込め詐欺 ” や “ 個人情報の搾取 ” にご注意ください

　ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便
があった場合は、町や最寄りの警察署、または警察相談専用電話（＃９１１０）にご連絡ください。
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町からのお知らせ

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するため
に住民税非課税世帯等に対して、１世帯あたり10万円を支給します。
※手続きなどの詳細につきましては、決まり次第ホームページや広報等でお知らせします。
■ 給付額
　１世帯あたり 10 万円

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

◆給付金を装った詐欺にご注意ください！
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国が ATM の操作をお願いすることはあ

りません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振込をお願いするこ

とはありません。被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

■ 支給対象になる世帯

（１）住民税非課税世帯
　基準日（令和３年 12 月 10 日）において、基山
町に住民登録があり、世帯全員の令和３年度分の市
町村民税均等割が非課税である世帯

（２）家計急変世帯
　申請時点において基山町に住民登録があり、新型
コロナウイルス感染症の影響で令和３年１月から令
和４年９月までの間に収入が減少し、左記（１）と
同様の事情にあると認められる世帯

※（１）、（２）いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

■ 支給手続きの方法

※（２）において、新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減により給付を申請した場合、不正受給
　  （詐欺罪）に問われる場合があります。
※（２）の受付開始時期は現在未定です。詳細が決まり次第ホームページや広報等でお知らせします。

（１）住民税非課税世帯
　対象となる世帯には基山町から確認書を送付しま
す。確認書には令和２年度に実施した特別定額給付
金（10 万円）等の給付金申請の際に使用した口座
を記載していますので、変更や誤りがないかご確認
いただき、確認書を返送してください。
※確認書は１月下旬に発送しています。

（２）家計急変世帯
　申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要
になります。令和３年１月から令和４年９月までの
任意の１か月の収入を 12 倍し、合計額が非課税相
当になる方が対象です。該当する月の収入がわかる
資料（給料明細や通帳等）をご用意ください。

■ 支給の時期

（１）住民税非課税世帯
確認書が返送された後、2 月上旬から順次支給を

行います。
※支給日については、支給決定通知書を送付してお
知らせします。

（２）家計急変世帯
　現在準備しています。
詳細が決まり次第ホームページや広報等でお知らせ
します。

内閣府の問合せ先（住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について）

内閣府コールセンター　☎０１２０－５２６－１４５
（受付時間は午前 9 時から午後８時（土日祝日を含む））
※制度概要についてお答えするコールセンターです。手続きや支給の時期等に関するお問い合わせ先ではありません。

ＤＶ等で住所地以外に避難中の方も、給付金をご自身で受給できる可能性があります。手続きが必要になりま
すので、詳細は現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。

■その他

問 福祉課　社会福祉係　☎９２－７９６４




